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再送信の期限更新に関する確認事項

注１：「○」はケーブルテレビ事業者に対する質問、「●」は放送事業者に対する質問。
注２：両者の認識がずれる場合には、貴局において適宜の方法により事情聴取を行い、貴局として認定する事実を別記すること。

再送信中or停止
中

同意書の記
載内容

○●同意書に、
同意期限到来
後の措置等が
記載されていた
か。

（例えば、期限
到来後、いつか
ら再送信を止め
るか。いつから
設備を引き上げ
るかなど。）

○いつ申込を
行ったか？

●いつ申込を
受けたか？

（期限前か期
限後か）

○●申込の
方法は？

（訪問？電
話？郵送？
訪問・電話の
場合は誰が
対応した等、
郵送の場合
は「内容証
明」であった
か等）

○（申込を行っ
たとするケー
ブルテレビ事
業者に対して）
その事実を証
明できるもの
があるか。

○●申込書又は
その添付書類等
には、更新を拒
否する場合の手
続等が明確に定
められていた
か？

（申込書等に明
文で「A日以内に
Bまで御連絡くだ
さい」等の記載
があったか等）

●（申込を受
けた放送事
業者に対し
て）
受諾又は不
受諾をケー
ブルテレビ事
業者に対し
て伝えたか。

●（申込みを
受けたもの
の、受諾又
は不受諾を
伝えなかった
放送事業者
に対して）
なぜ伝えな
かったのか。

●（ケーブル
テレビ事業
者側は申込
を行ったとす
るが、申込を
受けなかっ
たとする放送
事業者に対
して）
ケーブルテレ
ビ事業者はA
月B日にCの
方法により申
込を行ったと
主張している
が、そのよう
な事実は確
認できない
か。

○（申込を行
わなかった
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
なぜ行わな
かったの
か？

○放送事業
者は再送信
されていたこ
とを認識して
いたと考えら
れるか。

●再送信さ
れていたこと
を認識してい
たか。

●（認識して
いたとする放
送事業者に
対して）
再送信の停
止を求めた
か。

●（停止を求
めなかった
放送事業者
に対して）
なぜ再送信
の停止を求
めなかった
のか。

○（放送事業者は認識し
ていなかったと主張するも
のの、「放送事業者は認
識していた」と主張する
ケーブルテレビ事業者に
対して）
「放送事業者が認識して
いた」と考えるに値する事
実はあるか。

（例えば、放送事業者の営
業パンフレットに区域外再
送信されている地域も含
めたものが記載されている
等）

○（停止を求
められたとす
るケーブルテ
レビ事業者
に対して）
停止を求め
られたことは
事実か。

○（停止を求
められたこと
は事実であ
るケーブルテ
レビ事業者
に対して）
なぜ再送信
を停止しな
かったのか。
又は裁定の
申請をしな
かったのか。

日本海ケーブ
ルネットワーク
株式会社

再送信中

①H10.2.18付
(期限前)

②毎年申込書
郵送

郵送

①②「再送信
同意の申込書
の写し」
なお、平成14
年、15年、16
年（２回）分は
「書留・配達記
録郵便物受領
証（お客様
控）」有り

○申込書に定め
無し
○同意書には、
変更又は同意取
り消しの記載の
み。

ー
再送信を認
識していたと
考える

ー ー ー ー ー

テレビせとうち
株式会社

Ｈ10.2.18
(期限前)

郵送

「同意条件」同意
条件その他諸条
件の変化で当社
が本同意を継続
することができな
くなった場合、貴
団体に対する何
等の補償なしに
本同意を取り消
すことがある。

申請の度に
電話で連絡

ー ー
認識してい
た。

求めていな
い

同意をしてい
ない以上
ケーブル事
業者自らの
判断で再送
信を停止す
るものと思っ
ていた。

ー

総通局

期限切れ以降
の拡張区域含
む
（申請の参考事
項に記載）

ー 合致 合致

申込書の期間の
欄に（）書きで
「期間は１年以
内とする」

合致 ー ー ー

（参考） ③エリア拡張時の申請
⇒平成16年9月22日付で「三朝町・関金町（倉吉市）へのエリア拡張に伴う再送信についての変更申し込み」を郵送。
⇒平成17年8月2日に「新鳥取市エリア」へのエリア拡張に伴う再送信のお願いにＴＳＣを訪問。

更新の申込の有無及びその申込に対する対応等
更新手続がされないまま

再送信が行われていたことに対する認識

1

無し

（H7.4.1-
H10.3.31　３度

同意）
「同意書の記」
同意有効期間

の更新を希望す
る場合は、事前
に改めて当社の
同意をえること。



再送信の期限更新に関する確認事項

注１：「○」はケーブルテレビ事業者に対する質問、「●」は放送事業者に対する質問。
注２：両者の認識がずれる場合には、貴局において適宜の方法により事情聴取を行い、貴局として認定する事実を別記すること。

再送信中or停止
中

同意書の記
載内容

○●同意書に、
同意期限到来
後の措置等が
記載されていた
か。

（例えば、期限
到来後、いつか
ら再送信を止め
るか。いつから
設備を引き上げ
るかなど。）

○いつ申込
を行ったか？

●いつ申込
を受けた
か？

（期限前か期
限後か）

○●申込の
方法は？

（訪問？電
話？郵送？
訪問・電話の
場合は誰が
対応した等、
郵送の場合
は「内容証
明」であった
か等）

○（申込を
行ったとする
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
その事実を
証明できるも
のがあるか。

○●申込書又は
その添付書類等
には、更新を拒
否する場合の手
続等が明確に定
められていた
か？

（申込書等に明
文で「A日以内に
Bまで御連絡くだ
さい」等の記載が
あったか等）

●（申込を受
けた放送事
業者に対し
て）
受諾又は不
受諾をケー
ブルテレビ事
業者に対して
伝えたか。

●（申込みを
受けたもの
の、受諾又
は不受諾を
伝えなかった
放送事業者
に対して）
なぜ伝えな
かったのか。

●（ケーブル
テレビ事業者
側は申込を
行ったとする
が、申込を受
けなかったと
する放送事
業者に対し
て）
ケーブルテレ
ビ事業者はA
月B日にCの
方法により申
込を行ったと
主張している
が、そのよう
な事実は確
認できない
か。

○（申込を行
わなかった
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
なぜ行わな
かったの
か？

○放送事業
者は再送信
されていたこ
とを認識して
いたと考えら
れるか。

●再送信さ
れていたこと
を認識してい
たか。

●（認識して
いたとする放
送事業者に
対して）
再送信の停
止を求めた
か。

●（停止を求
めなかった放
送事業者に
対して）
なぜ再送信
の停止を求
めなかったの
か。

○（放送事業者は認識し
ていなかったと主張するも
のの、「放送事業者は認
識していた」と主張する
ケーブルテレビ事業者に
対して）
「放送事業者が認識してい
た」と考えるに値する事実
はあるか。

（例えば、放送事業者の営
業パンフレットに区域外再
送信されている地域も含め
たものが記載されている
等）

○（停止を求
められたとす
るケーブルテ
レビ事業者
に対して）
停止を求め
られたことは
事実か。

○（停止を求
められたこと
は事実であ
るケーブルテ
レビ事業者
に対して）
なぜ再送信
を停止しな
かったのか。
又は裁定の
申請をしな
かったのか。

株式会社鳥取
ﾃﾚﾄﾋﾟｱ

再送信中

①H13.6.29付
(期限前)
②毎年申込
書郵送

郵送
①申込書の
写し

○申込書に定め
無し
○同意書には、
変更又は同意取
り消しの記載の
み。

ー
再送信を認
識していたと
考える

ー ー ー ー ー

テレビせとうち
株式会社

H13.6
(期限前)

郵送

「同意条件」同意
条件その他諸条
件の変化で当社
が本同意を継続
することができな
くなった場合、貴
団体に対する何
等の補償なしに
本同意を取り消
すことがある。

H13.8電話。
以後、申請
の度に電話
で連絡

ー ー
認識してい
た。

求めていな
い

同意をしてい
ない以上
ケーブル事
業者自らの
判断で再送
信を停止す
るものと思っ
ていた。

ー

総通局

期限切れ以降
の拡張区域含
む
（申請の参考事
項に記載）

ー 合致 合致

申込書の期間の
欄に（）書きで「期
間は１年以内と
する」

合致 ー ー ー

更新の申込の有無及びその申込に対する対応等
更新手続がされないまま

再送信が行われていたことに対する認識

2

無し

（H12.7.1-
H13.6.30同意）
「同意条件」

同意有効期間
の更新を希望す
る場合は、事前
に改めて当社の
同意をえること。



再送信の期限更新に関する確認事項

注１：「○」はケーブルテレビ事業者に対する質問、「●」は放送事業者に対する質問。
注２：両者の認識がずれる場合には、貴局において適宜の方法により事情聴取を行い、貴局として認定する事実を別記すること。

再送信中or停止
中

同意書の記
載内容

○●同意書に、
同意期限到来
後の措置等が
記載されていた
か。

（例えば、期限
到来後、いつか
ら再送信を止め
るか。いつから
設備を引き上げ
るかなど。）

○いつ申込
を行ったか？

●いつ申込
を受けた
か？

（期限前か期
限後か）

○●申込の
方法は？

（訪問？電
話？郵送？
訪問・電話の
場合は誰が
対応した等、
郵送の場合
は「内容証
明」であった
か等）

○（申込を
行ったとする
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
その事実を
証明できるも
のがあるか。

○●申込書又
はその添付書
類等には、更
新を拒否する
場合の手続等
が明確に定め
られていた
か？

（申込書等に明
文で「A日以内
にBまで御連絡
ください」等の
記載があった
か等）

●（申込を受
けた放送事
業者に対し
て）
受諾又は不
受諾をケー
ブルテレビ事
業者に対して
伝えたか。

●（申込みを
受けたもの
の、受諾又
は不受諾を
伝えなかった
放送事業者
に対して）
なぜ伝えな
かったのか。

●（ケーブル
テレビ事業者
側は申込を
行ったとする
が、申込を受
けなかったと
する放送事
業者に対し
て）
ケーブルテレ
ビ事業者はA
月B日にCの
方法により申
込を行ったと
主張している
が、そのよう
な事実は確
認できない
か。

○（申込を行
わなかった
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
なぜ行わな
かったの
か？

①は期間経
過後の理由
②は申込み
空白期間の
理由

○放送事業
者は再送信
されていたこ
とを認識して
いたと考えら
れるか。

●再送信さ
れていたこと
を認識してい
たか。

●（認識して
いたとする放
送事業者に
対して）
再送信の停
止を求めた
か。

●（停止を求
めなかった放
送事業者に
対して）
なぜ再送信
の停止を求
めなかったの
か。

○（放送事業者は認識し
ていなかったと主張するも
のの、「放送事業者は認
識していた」と主張する
ケーブルテレビ事業者に
対して）
「放送事業者が認識してい
た」と考えるに値する事実
はあるか。

（例えば、放送事業者の営
業パンフレットに区域外再
送信されている地域も含め
たものが記載されている
等）

○（停止を求
められたとす
るケーブルテ
レビ事業者
に対して）
停止を求め
られたことは
事実か。

○（停止を求
められたこと
は事実であ
るケーブルテ
レビ事業者
に対して）
なぜ再送信
を停止しな
かったのか。
又は裁定の
申請をしな
かったのか。

株式会社中海
テレビ放送

再送信中

①H9.12.25
(期限後)
②毎年申込
書郵送
(期限後)

郵送
①申込書の
写し
(10,11も有り)

○申込書に定
め無し
○同意書に
は、変更又は
同意取り消し
の記載のみ。

期限切れか
ら①の間は、
手続きミス

再送信を認
識していたと
考える

ー ー ー ー ー

テレビせとうち
株式会社

H9.12.25
期限後

面談

「同意条件」当
社の放送事業
等に著しい不
利益が生じる
恐れがある場
合、同意の取り
消しを行なうこ
とがある。

H9.12.25に面
談で同意しな
い旨伝えた。
以降、申請
の都度電話
連絡。

ー ー
認識してい
た。

求めていな
い

同意をしてい
ない以上
ケーブル事
業者自らの
判断で再送
信を停止す
るものと思っ
ていた。

ー

総通局

期限切れ以降
の拡張区域含
む
（申請書等に記
載なし）

ー 合致

相違有り
(申込みその
ものは共通
認識)

申込書の期間
の欄に（）書き
で「期間は１年
以内とする」

合致 ー ー ー

更新の申込の有無及びその申込に対する対応等
更新手続がされないまま

再送信が行われていたことに対する認識

3

無し

(H7.4.1-H8.3.31
同意)

「同意書に注記」
有効期限を超え
て再送信を行う
場合は、改めて
事前申込書を提
出してください。



再送信の期限更新に関する確認事項

注１：「○」はケーブルテレビ事業者に対する質問、「●」は放送事業者に対する質問。
注２：両者の認識がずれる場合には、貴局において適宜の方法により事情聴取を行い、貴局として認定する事実を別記すること。

再送信中or停止
中

同意書の記
載内容

○●同意書に、
同意期限到来
後の措置等が
記載されていた
か。

（例えば、期限
到来後、いつか
ら再送信を止め
るか。いつから
設備を引き上げ
るかなど。）

○いつ申込を行っ
たか？

●いつ申込を受け
たか？

（期限前か期限後
か）

○●申込の
方法は？

（訪問？電
話？郵送？
訪問・電話の
場合は誰が
対応した等、
郵送の場合
は「内容証
明」であった
か等）

○（申込を
行ったとする
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
その事実を
証明できるも
のがあるか。

○●申込書又
はその添付書
類等には、更新
を拒否する場合
の手続等が明
確に定められて
いたか？

（申込書等に明
文で「A日以内
にBまで御連絡
ください」等の
記載があったか
等）

●（申込を受
けた放送事
業者に対し
て）
受諾又は不
受諾をケー
ブルテレビ事
業者に対し
て伝えたか。

●（申込みを
受けたもの
の、受諾又
は不受諾を
伝えなかっ
た放送事業
者に対して）
なぜ伝えな
かったのか。

●（ケーブル
テレビ事業
者側は申込
を行ったとす
るが、申込を
受けなかっ
たとする放送
事業者に対
して）
ケーブルテレ
ビ事業者はA
月B日にCの
方法により
申込を行っ
たと主張して
いるが、その
ような事実は
確認できな
いか。

○（申込を行
わなかった
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
なぜ行わな
かったの
か？

○放送事業
者は再送信
されていたこ
とを認識して
いたと考えら
れるか。

●再送信さ
れていたこと
を認識してい
たか。

●（認識して
いたとする放
送事業者に
対して）
再送信の停
止を求めた
か。

●（停止を求
めなかった
放送事業者
に対して）
なぜ再送信
の停止を求
めなかった
のか。

○（放送事業者は認識し
ていなかったと主張するも
のの、「放送事業者は認
識していた」と主張する
ケーブルテレビ事業者に
対して）
「放送事業者が認識して
いた」と考えるに値する事
実はあるか。

（例えば、放送事業者の
営業パンフレットに区域外
再送信されている地域も
含めたものが記載されて
いる等）

○（停止を求
められたとす
るケーブルテ
レビ事業者
に対して）
停止を求め
られたことは
事実か。

○（停止を求
められたこと
は事実であ
るケーブルテ
レビ事業者
に対して）
なぜ再送信
を停止しな
かったのか。
又は裁定の
申請をしな
かったのか。

鳥取中央有線
放送株式会社

再送信中

①Ｈ１０．３．５
旧：東ほうき（期限
前）
②Ｈ１２．１．５
旧：東伯地区(期
限後)

　以降毎年郵送

①郵送
②郵送

①②送付文
書の写し

○申込書に定
め無し
○同意書には、
変更又は同意
取り消しの記載
のみ。

ー
再送信を認
識していたと
考える

ー ー ー ー ー

テレビせとうち
株式会社

①ケーブルビジョ
ン東ほうき　Ｈ10.3
(期限前)
②東伯地区有線
Ｈ12.1　(期限後)

①郵送
②郵送

「同意条件」同
意条件その他
諸条件の変化
で当社が本同
意を継続するこ
とができなくなっ
た場合、貴団体
に対する何等
の補償なしに本
同意を取り消す
ことがある。

①H10.3電話
②H12.1電話
「同意しない
事を連絡」
以降申請の
都度電話連
絡

ー ー
認識してい
た。

求めていな
い

同意をしてい
ない以上
ケーブル事
業者自らの
判断で再送
信を停止す
るものと思っ
ていた。

ー

総通局

期限切れ以降
の拡張区域含
む
（申請書等に記
載なし）

ー 合致 合致

申込書の期間
の欄に（）書きで
「期間は１年以
内とする」

合致 ー ー ー

更新の申込の有無及びその申込に対する対応等
更新手続がされないまま

再送信が行われていたことに対する認識

4

無し

H9.4.1-
H10..3.31
(旧：東ほうき)
H10.12.1-
11.11.30
(旧：東伯地区)

「同意書の記」
同意有効期間
の更新を希望す
る場合は、事前
に改めて同社の
同意を得るこ
と。



再送信の期限更新に関する確認事項

注１：「○」はケーブルテレビ事業者に対する質問、「●」は放送事業者に対する質問。
注２：両者の認識がずれる場合には、貴局において適宜の方法により事情聴取を行い、貴局として認定する事実を別記すること。

再送信中or停止
中

同意書の記
載内容

○●同意書に、
同意期限到来
後の措置等が
記載されていた
か。

（例えば、期限
到来後、いつか
ら再送信を止め
るか。いつから
設備を引き上げ
るかなど。）

○いつ申込
を行った
か？

●いつ申込
を受けた
か？

（期限前か期
限後か）

○●申込の
方法は？

（訪問？電
話？郵送？
訪問・電話の
場合は誰が
対応した等、
郵送の場合
は「内容証
明」であった
か等）

○（申込を
行ったとする
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
その事実を
証明できるも
のがあるか。

○●申込書又
はその添付書
類等には、更新
を拒否する場合
の手続等が明
確に定められて
いたか？

（申込書等に明
文で「A日以内
にBまで御連絡
ください」等の
記載があったか
等）

●（申込を受
けた放送事
業者に対し
て）
受諾又は不
受諾をケー
ブルテレビ事
業者に対し
て伝えたか。

●（申込みを
受けたもの
の、受諾又
は不受諾を
伝えなかった
放送事業者
に対して）
なぜ伝えな
かったのか。

●（ケーブル
テレビ事業
者側は申込
を行ったとす
るが、申込を
受けなかっ
たとする放送
事業者に対
して）
ケーブルテレ
ビ事業者はA
月B日にCの
方法により申
込を行ったと
主張している
が、そのよう
な事実は確
認できない
か。

○（申込を行
わなかった
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
なぜ行わな
かったの
か？

①は期間経
過後の理由
②は申込み
空白期間の
理由

○放送事業者
は再送信され
ていたことを認
識していたと考
えられるか。

●再送信され
ていたことを認
識していたか。

●（認識して
いたとする放
送事業者に
対して）
再送信の停
止を求めた
か。

●（停止を求
めなかった
放送事業者
に対して）
なぜ再送信
の停止を求
めなかった
のか。

○（放送事業者は認識し
ていなかったと主張するも
のの、「放送事業者は認
識していた」と主張する
ケーブルテレビ事業者に
対して）
「放送事業者が認識して
いた」と考えるに値する事
実はあるか。

（例えば、放送事業者の営
業パンフレットに区域外再
送信されている地域も含
めたものが記載されている
等）

○（停止を求
められたとす
るケーブルテ
レビ事業者
に対して）
停止を求め
られたことは
事実か。

○（停止を求
められたこと
は事実であ
るケーブルテ
レビ事業者
に対して）
なぜ再送信
を停止しな
かったのか。
又は裁定の
申請をしな
かったのか。

山陰ケーブル
ビジョン株式会
社

再送信中
①H10.
(期限後)
②H18.3.17

①方法不明
②郵送→返
送

①資料無し
②申込書の
写し

○申込書に定
め無し
○同意書には、
変更又は同意
取り消しの記載
のみ。

（空白期間
は、申し出に
対し断られ
同意書の取
得は困難と
判断したた
め）

再送信を認識
していたと考え
る

ー ー

故日野副社長から、当時
「再送信同意はしないが、
放送は止めろとは言わな
い」と言われたと聞いた。
（電話記録等なし）

ー ー

テレビせとうち
株式会社

①H9.12.25
（期限後）

①面談

「同意条件」同
意条件その他
諸条件の変化
で当社が本同
意を継続するこ
とができなくなっ
た場合、貴団体
に対する何等
の補償なしに本
同意を取り消す
ことがある。

①H9.12.25に
面談で同意
しない旨伝え
た

ー ー

認識していない
(H18.11の総通
のアンケート時
に判明)

ー ー ー

総通局

期限切れ以降
の拡張区域含
む
（申請の協議の
経過に記載）

ー
時期は概ね

合致

申込みその
ものは共通
認識

申込書の期間
の欄に（）書きで
「期間は１年以
内とする」

○●相違
(確認困難)「テ
レビせとうちは
期限切れ以降
申込書の提出
無いCATV」は
認識なしの判
断。

ー ー ー

更新の申込の有無及びその申込に対する対応等
更新手続がされないまま

再送信が行われていたことに対する認識

5

無し

(H7.10.1-
H8.9.30)

「同意条件」
同意有効期間

の更新を希望す
る場合は、事前
に改めて当社の
同意をえること。



再送信の期限更新に関する確認事項

注１：「○」はケーブルテレビ事業者に対する質問、「●」は放送事業者に対する質問。
注２：両者の認識がずれる場合には、貴局において適宜の方法により事情聴取を行い、貴局として認定する事実を別記すること。

再送信中or停止
中

同意書の記
載内容

○●同意書に、
同意期限到来
後の措置等が
記載されていた
か。

（例えば、期限
到来後、いつか
ら再送信を止め
るか。いつから
設備を引き上げ
るかなど。）

○いつ申込
を行ったか？

●いつ申込
を受けた
か？

（期限前か期
限後か）

○●申込の
方法は？

（訪問？電
話？郵送？
訪問・電話の
場合は誰が
対応した等、
郵送の場合
は「内容証
明」であった
か等）

○（申込を
行ったとす
るケーブル
テレビ事業
者に対して）
その事実を
証明できる
ものがある
か。

○●申込書又
はその添付書
類等には、更新
を拒否する場合
の手続等が明
確に定められて
いたか？

（申込書等に明
文で「A日以内
にBまで御連絡
ください」等の記
載があったか
等）

●（申込を受
けた放送事
業者に対し
て）
受諾又は不
受諾をケー
ブルテレビ事
業者に対して
伝えたか。

●（申込みを
受けたもの
の、受諾又
は不受諾を
伝えなかった
放送事業者
に対して）
なぜ伝えな
かったのか。

●（ケーブル
テレビ事業者
側は申込を
行ったとする
が、申込を受
けなかったと
する放送事
業者に対し
て）
ケーブルテレ
ビ事業者はA
月B日にCの
方法により申
込を行ったと
主張している
が、そのよう
な事実は確
認できない
か。

○（申込を行
わなかった
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
なぜ行わな
かったの
か？

①は期間経
過後の理由
②は申込み
空白期間の
理由

○放送事業
者は再送信
されていたこ
とを認識して
いたと考えら
れるか。

●再送信さ
れていたこと
を認識してい
たか。

●（認識して
いたとする放
送事業者に
対して）
再送信の停
止を求めた
か。

●（停止を求
めなかった放
送事業者に
対して）
なぜ再送信
の停止を求
めなかったの
か。

○（放送事業者は認識し
ていなかったと主張するも
のの、「放送事業者は認
識していた」と主張する
ケーブルテレビ事業者に
対して）
「放送事業者が認識してい
た」と考えるに値する事実
はあるか。

（例えば、放送事業者の営
業パンフレットに区域外再
送信されている地域も含め
たものが記載されている
等）

○（停止を求
められたとす
るケーブルテ
レビ事業者
に対して）
停止を求め
られたことは
事実か。

○（停止を求
められたこと
は事実であ
るケーブルテ
レビ事業者
に対して）
なぜ再送信
を停止しな
かったのか。
又は裁定の
申請をしな
かったのか。

出雲ケーブル
ビジョン株式会
社

再送信中

①H13.7.19
(期限後)
②毎年申込
書送付

郵送
①②申込書
の写し

○申込書に定
め無し
○同意書には、
変更又は同意
取り消しの記載
のみ。

（期限:経過
から申込書
提出までの
空白は、事
務手続き上
のミス）

再送信を認
識していたと
考える

ー ー ー ー ー

テレビせとうち
株式会社

平成１３年７
月更新申請
が提出
(期限後)

郵送

「同意条件」同
意条件その他
諸条件の変化
で当社が本同
意を継続するこ
とができなくなっ
た場合、貴団体
に対する何等
の補償なしに本
同意を取り消す
ことがある。

平成１３年８
月に電話で
同意できない
旨伝えた。
以降、度々
の更新申請
に対し電話で
伝えた。

ー ー
認識してい
た。

求めていな
い

同意をしてい
ない以上
ケーブル事
業者自らの
判断で再送
信を停止す
るものと思っ
ていた。

ー

総通局

期限切れ以降
の拡張区域含
む
（申請書等の経
過と区域比較で
確認可能）

ー 合致 合致

申込書の期間
の欄に（）書きで
「期間は１年以
内とする」

合致 ー ー ー

更新の申込の有無及びその申込に対する対応等
更新手続がされないまま

再送信が行われていたことに対する認識

6

無し

（9.7.1-H10.6.30
同意）

「同意条件」
同意有効期間

の更新を希望す
る場合は、事前
に改めて当社の
同意をえること。



再送信の期限更新に関する確認事項

注１：「○」はケーブルテレビ事業者に対する質問、「●」は放送事業者に対する質問。
注２：両者の認識がずれる場合には、貴局において適宜の方法により事情聴取を行い、貴局として認定する事実を別記すること。

再送信中or停止
中

同意書の記
載内容

○●同意書に、
同意期限到来後
の措置等が記載
されていたか。

（例えば、期限到
来後、いつから
再送信を止める
か。いつから設
備を引き上げる
かなど。）

○いつ申込を
行ったか？

●いつ申込を
受けたか？

（期限前か期
限後か）

○●申込の
方法は？

（訪問？電
話？郵送？
訪問・電話の
場合は誰が
対応した等、
郵送の場合
は「内容証
明」であった
か等）

○（申込を
行ったとする
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
その事実を
証明できるも
のがあるか。

○●申込書
又はその添
付書類等に
は、更新を拒
否する場合
の手続等が
明確に定めら
れていたか？

（申込書等に
明文で「A日
以内にBまで
御連絡くださ
い」等の記載
があったか
等）

●（申込を受
けた放送事
業者に対し
て）
受諾又は不
受諾をケーブ
ルテレビ事業
者に対して伝
えたか。

●（申込みを
受けたもの
の、受諾又は
不受諾を伝え
なかった放送
事業者に対し
て）
なぜ伝えな
かったのか。

●（ケーブル
テレビ事業者
側は申込を
行ったとする
が、申込を受
けなかったと
する放送事
業者に対し
て）
ケーブルテレ
ビ事業者はA
月B日にCの
方法により申
込を行ったと
主張している
が、そのよう
な事実は確
認できない
か。

○（申込を行わ
なかったケーブ
ルテレビ事業者
に対して）
なぜ行わなかっ
たのか？

①は期間経過
後の理由
②は申込み空
白期間の理由

○放送事業
者は再送信
されていたこ
とを認識して
いたと考えら
れるか。

●再送信さ
れていたこと
を認識してい
たか。

●（認識して
いたとする放
送事業者に
対して）
再送信の停
止を求めた
か。

●（停止を求
めなかった放
送事業者に
対して）
なぜ再送信
の停止を求
めなかったの
か。

○（放送事業者は認識して
いなかったと主張するもの
の、「放送事業者は認識し
ていた」と主張するケーブ
ルテレビ事業者に対して）
「放送事業者が認識してい
た」と考えるに値する事実
はあるか。

（例えば、放送事業者の営
業パンフレットに区域外再
送信されている地域も含め
たものが記載されている
等）

○（停止を求
められたとす
るケーブルテ
レビ事業者に
対して）
停止を求めら
れたことは事
実か。

○（停止を求
められたこと
は事実である
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
なぜ再送信を
停止しなかっ
たのか。又は
裁定の申請
をしなかった
のか。

三原ﾃﾚﾋﾞ放送
株式会社

再送信中

①平成１０年
頃
(期限後)
②H18.12.5

①口頭
②面談

①資料なし
②口頭で依
頼

○申込書に
定め無し
○同意書に
は、変更又は
同意取り消し
の記載のみ。

（①期限:経過か
ら口頭での申込
までの空白は、
事務手続き上の
ミス）
（②平成１８年迄
の空白期間は、
申し出に対し断
られ同意書の取
得は困難と判断
したため）

再送信を認
識していたと
考える

ー ー

平成１０年の電話で「同意
はしないが、放送を止める
のも現実的には難しいだろ
う」といわれたから。
（電話記録なし）

ー ー

テレビせとうち
株式会社

無し 無し

「同意条件」
当社の放送
事業等に著し
い不利益が
生じる恐れが
ある場合、同
意の取り消し
を行なうこと
がある。

ー ー

確認出来な
い。
（「平成１０年
に電話で連
絡があったと
の申立てに
対し」）

認識していな
い
(H18.11の総
通のアンケー
ト時に判明)

ー ー ー

総通局

期限切れ以降の
拡張区域含む
（申請書等に記
載なし）要確認

ー

申込書の期
間の欄に（）
書きで「期間
は１年以内と
する」

○●相違
(確認困難)
「テレビせとう
ちは期限切
れ以降申込
書の提出無
いCATV」は
認識なしの判
断。

ー ー ー

更新の申込の有無及びその申込に対する対応等
更新手続がされないまま

再送信が行われていたことに対する認識

7

無し

(H6.11.1-
H7.10.31)

「同意書に注記」
有効期限を超え
て再送信を行う
場合は、改めて
事前申込書を提
出してください。

相違
(ｹｰﾌﾞﾙ事業者は、当時、同
意期限切れが重要との認識
が無く証拠資料等が無い。
又、放送事業者としても９年
前の話で、受け身の立場で
記録がないことから「申し込
みは無し」としており真偽把
握は困難。)



再送信の期限更新に関する確認事項

注１：「○」はケーブルテレビ事業者に対する質問、「●」は放送事業者に対する質問。
注２：両者の認識がずれる場合には、貴局において適宜の方法により事情聴取を行い、貴局として認定する事実を別記すること。

再送信中or停止
中

同意書の記
載内容

○●同意書に、
同意期限到来後
の措置等が記載
されていたか。

（例えば、期限
到来後、いつか
ら再送信を止め
るか。いつから
設備を引き上げ
るかなど。）

○いつ申込を
行ったか？

●いつ申込を
受けたか？

（期限前か期
限後か）

○●申込の
方法は？

（訪問？電
話？郵送？
訪問・電話の
場合は誰が
対応した等、
郵送の場合
は「内容証
明」であった
か等）

○（申込を
行ったとする
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
その事実を
証明できるも
のがあるか。

○●申込書又
はその添付書
類等には、更新
を拒否する場
合の手続等が
明確に定めら
れていたか？

（申込書等に明
文で「A日以内
にBまで御連絡
ください」等の
記載があったか
等）

●（申込を受
けた放送事
業者に対し
て）
受諾又は不
受諾をケーブ
ルテレビ事業
者に対して伝
えたか。

●（申込みを
受けたもの
の、受諾又は
不受諾を伝
えなかった放
送事業者に
対して）
なぜ伝えな
かったのか。

●（ケーブル
テレビ事業者
側は申込を
行ったとする
が、申込を受
けなかったと
する放送事
業者に対し
て）
ケーブルテレ
ビ事業者はA
月B日にCの
方法により申
込を行ったと
主張している
が、そのよう
な事実は確
認できない
か。

○（申込を行
わなかった
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
なぜ行わな
かったの
か？

①は期間経
過後の理由
②は申込み
空白期間の
理由

○放送事業
者は再送信
されていたこ
とを認識して
いたと考えら
れるか。

●再送信さ
れていたこと
を認識してい
たか。

●（認識して
いたとする放
送事業者に
対して）
再送信の停
止を求めた
か。

●（停止を求
めなかった放
送事業者に
対して）
なぜ再送信
の停止を求
めなかったの
か。

○（放送事業者は認識して
いなかったと主張するもの
の、「放送事業者は認識し
ていた」と主張するケーブ
ルテレビ事業者に対して）
「放送事業者が認識してい
た」と考えるに値する事実
はあるか。

（例えば、放送事業者の営
業パンフレットに区域外再
送信されている地域も含め
たものが記載されている
等）

○（停止を求
められたとす
るケーブルテ
レビ事業者に
対して）
停止を求めら
れたことは事
実か。

○（停止を求
められたこと
は事実であ
るケーブルテ
レビ事業者に
対して）
なぜ再送信
を停止しな
かったのか。
又は裁定の
申請をしな
かったのか。

株式会社東広
島ケーブルメ
ディア

再送信中
①H10.9.10付
（期限前）
②H18.12.5

①郵送
②面談

①申込書の
写し
②口頭での
依頼

○申込書に定
め無し
○同意書には、
変更又は同意
取り消しの記載
のみ。

（②平成１８
年迄の空白
期間は、申し
出に対し断ら
れ同意書の
取得は困難
と判断したた
め）

再送信を認
識していたと
考える

ー ー

平成１０年の電話で「同意
はしないが、放送を止める
のは難しいだろう」というよ
うなやり取りがあった。
（電話記録なし）

ー ー

テレビせとうち
株式会社

H10.9月
(期限前)

更新申請書
郵送

「同意条件」同
意条件その他
諸条件の変化
で当社が本同
意を継続するこ
とができなく
なった場合、貴
団体に対する
何等の補償なし
に本同意を取り
消すことがあ
る。

H10.9の更新
申請に対し
口頭で同意し
ない旨の通
知

ー ー

認識していな
い
(H18.11の総
通のアンケー
ト時に判明)

ー ー ー

総通局

期限切れ以降の
拡張区域含む
（申請書等に記
載なし）

ー 合致 合致

申込書の期間
の欄に（）書き
で「期間は１年
以内とする」

○●相違
(確認困難)
「テレビせとう
ちは期限切
れ以降申込
書の提出無
いCATV」は
認識なしの判
断。

ー ー ー

更新の申込の有無及びその申込に対する対応等
更新手続がされないまま

再送信が行われていたことに対する認識

8

無し

(H9.10.1-
H10.9.30同意)
「同意条件」

同意有効期間の
更新を希望する
場合は、事前に
改めて当社の同
意を得ること。



再送信の期限更新に関する確認事項

注１：「○」はケーブルテレビ事業者に対する質問、「●」は放送事業者に対する質問。
注２：両者の認識がずれる場合には、貴局において適宜の方法により事情聴取を行い、貴局として認定する事実を別記すること。

再送信中or停止
中

同意書の記
載内容

○●同意書に、
同意期限到来後
の措置等が記載
されていたか。

（例えば、期限
到来後、いつか
ら再送信を止め
るか。いつから
設備を引き上げ
るかなど。）

○いつ申込
を行ったか？

●いつ申込
を受けた
か？

（期限前か期
限後か）

○●申込の方
法は？

（訪問？電話？
郵送？訪問・電
話の場合は誰
が対応した等、
郵送の場合は
「内容証明」で
あったか等）

○（申込を
行ったとする
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
その事実を
証明できるも
のがあるか。

○●申込書
又はその添
付書類等に
は、更新を拒
否する場合
の手続等が
明確に定め
られていた
か？

（申込書等に
明文で「A日
以内にBまで
御連絡くださ
い」等の記載
があったか
等）

●（申込を受
けた放送事
業者に対し
て）
受諾又は不
受諾をケーブ
ルテレビ事業
者に対して伝
えたか。

●（申込みを
受けたもの
の、受諾又は
不受諾を伝
えなかった放
送事業者に
対して）
なぜ伝えな
かったのか。

●（ケーブル
テレビ事業者
側は申込を
行ったとする
が、申込を受
けなかったと
する放送事
業者に対し
て）
ケーブルテレ
ビ事業者はA
月B日にCの
方法により申
込を行ったと
主張している
が、そのよう
な事実は確
認できない
か。

○（申込を行わな
かったケーブル
テレビ事業者に
対して）
なぜ行わなかっ
たのか？

①は期間経過後
の理由
②は申込み空白
期間の理由

○放送事業者は
再送信されてい
たことを認識して
いたと考えられる
か。

●再送信されて
いたことを認識し
ていたか。

●（認識して
いたとする放
送事業者に
対して）
再送信の停
止を求めた
か。

●（停止を求
めなかった放
送事業者に
対して）
なぜ再送信
の停止を求
めなかったの
か。

○（放送事業者は認識して
いなかったと主張するもの
の、「放送事業者は認識し
ていた」と主張するケーブ
ルテレビ事業者に対して）
「放送事業者が認識してい
た」と考えるに値する事実
はあるか。

（例えば、放送事業者の営
業パンフレットに区域外再
送信されている地域も含め
たものが記載されている
等）

○（停止を求
められたとす
るケーブルテ
レビ事業者に
対して）
停止を求めら
れたことは事
実か。

○（停止を求
められたこと
は事実であ
るケーブルテ
レビ事業者に
対して）
なぜ再送信
を停止しな
かったのか。
又は裁定の
申請をしな
かったのか。

尾道ケーブル
テレビ株式会
社

再送信中

①Ｈ１０年１０
月頃
（期限後）
※広島の再
送信同意有
効期限と同
時期と記憶
②H18.12.5

①口頭
②面談

①資料なし
（前任の担当
者(退職)の平
成１０年１０
月頃の話。）
②は、口頭で
の依頼

○申込書に
定め無し
○同意書に
は、変更又は
同意取り消し
の記載のみ。

（①期限:経過か
ら口頭申込まで
の空白は、事務
手続き上のミス）
（②平成１８年迄
の空白期間は、
申し出に対し断ら
れ同意書の取得
は困難と判断し
たため）

再送信を認識し
ていたと考える

ー ー

前任の担当者によると、
「同意はできないが、再送
信を直ちに停止せよとは
言わない」と言われた平成
１０年１０月頃に聞いたこと
から。
(電話記録等無し)

ー ー

テレビせとうち
株式会社

無し 無し

「同意条件」
当社の放送
事業等に著
しい不利益
が生じる恐れ
がある場合、
同意の取り
消しを行なう
ことがある。

ー ー

確認出来な
い。
（「平成１０年
１０月頃口頭
で連絡したと
の申し立てに
対し」）

認識していない
(H18.11の総通の
アンケート時に判
明)

ー ー ー

総通局

期限切れ以降
の拡張区域含
む
（裁定申請書等
に記載なし）

ー

申込書の期
間の欄に（）
書きで「期間
は１年以内と
する」

○●相違
(確認困難)「テレ
ビせとうちは期限
切れ以降申込書
の提出無い
CATV」は認識な
しの判断。

ー ー ー

更新の申込の有無及びその申込に対する対応等
更新手続がされないまま

再送信が行われていたことに対する認識

9

無し

(H7.4.1-H8.3.31
同意)

「同意書に注記」
有効期限を超え
て再送信を行う
場合は、改めて
事前申込書を提
出してください。

○●【相　違】
(ｹｰﾌﾞﾙ事業者は、当時、同意
期限切れが重要との認識が無
く証拠資料等が無い。又、放
送事業者としても９年前の話
で、受け身の立場で記録がな
いことから「申し込みは無し」と
しており真偽把握は困難。)



再送信の期限更新に関する確認事項

注１：「○」はケーブルテレビ事業者に対する質問、「●」は放送事業者に対する質問。
注２：両者の認識がずれる場合には、貴局において適宜の方法により事情聴取を行い、貴局として認定する事実を別記すること。

再送信中or停止
中

同意書の記
載内容

○●同意書に、
同意期限到来
後の措置等が
記載されていた
か。

（例えば、期限
到来後、いつか
ら再送信を止め
るか。いつから
設備を引き上げ
るかなど。）

○いつ申込
を行った
か？

●いつ申込
を受けた
か？

（期限前か期
限後か）

○●申込の
方法は？

（訪問？電
話？郵送？
訪問・電話の
場合は誰が
対応した等、
郵送の場合
は「内容証
明」であった
か等）

○（申込を
行ったとする
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
その事実を
証明できるも
のがあるか。

○●申込書又は
その添付書類等
には、更新を拒
否する場合の手
続等が明確に定
められていた
か？

（申込書等に明
文で「A日以内
にBまで御連絡く
ださい」等の記
載があったか等）

●（申込を受
けた放送事
業者に対し
て）
受諾又は不
受諾をケー
ブルテレビ事
業者に対し
て伝えたか。

●（申込みを
受けたもの
の、受諾又
は不受諾を
伝えなかっ
た放送事業
者に対して）
なぜ伝えな
かったのか。

●（ケーブル
テレビ事業
者側は申込
を行ったとす
るが、申込を
受けなかっ
たとする放送
事業者に対
して）
ケーブルテレ
ビ事業者はA
月B日にCの
方法により
申込を行っ
たと主張して
いるが、その
ような事実は
確認できな
いか。

○（申込を行
わなかった
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
なぜ行わな
かったの
か？

○放送事業
者は再送信
されていたこ
とを認識して
いたと考えら
れるか。

●再送信さ
れていたこと
を認識してい
たか。

●（認識して
いたとする放
送事業者に
対して）
再送信の停
止を求めた
か。

●（停止を求
めなかった
放送事業者
に対して）
なぜ再送信
の停止を求
めなかった
のか。

○（放送事業者は認識し
ていなかったと主張するも
のの、「放送事業者は認
識していた」と主張する
ケーブルテレビ事業者に
対して）
「放送事業者が認識して
いた」と考えるに値する事
実はあるか。

（例えば、放送事業者の
営業パンフレットに区域外
再送信されている地域も
含めたものが記載されて
いる等）

○（停止を求
められたとす
るケーブルテ
レビ事業者
に対して）
停止を求め
られたことは
事実か。

○（停止を求
められたこと
は事実であ
るケーブルテ
レビ事業者
に対して）
なぜ再送信
を停止しな
かったのか。
又は裁定の
申請をしな
かったのか。

Ｋビジョン株式
会社

再送信中
①16.10.6付
(期限前)
②17.10

①②郵送
①申込書の
写し

○申込書に定め
無し
○同意書には、
変更又は同意取
り消しの記載の
み。

ー
再送信を認
識していたと
考える

ー ー

同意期限切れ後の平成１
７年も当社の放送チャン
ネル表を添付した再送信
同意申込書を郵送してお
り、再送信していたことを
認識していたと思われる

ー ー

株式会社広島
ホームテレビ

①16.10.6消
印
②17.10.6
③19.3.26

①郵送
②方法不明
③来社

○申込書に定め
無し

①②地元局
の了解を
貰ってほしい
と返答

ー ー

再送信を停
止していると
の認識
(調査等行っ
ていない)

ー ー ー

総通局
期限切れ
(拡張なし)

ー 合致 一部相違

申込書
「期間満了後も
引き続き再送信
を希望される場
合は、期間終了
までに更新のた
めの申し込みを
行ってくださ
い。」

○●相違
(確認困難)

ー ー ー

更新の申込の有無及びその申込に対する対応等
更新手続がされないまま

再送信が行われていたことに対する認識

10

無し

（H15.11.1-
H16.10.31同意）
「同意書の記」
有効期間満了
後も引き続き再
送信を希望する
場合は、事前に
改めて申し込み

を行うこと。



再送信の期限更新に関する確認事項

注１：「○」はケーブルテレビ事業者に対する質問、「●」は放送事業者に対する質問。
注２：両者の認識がずれる場合には、貴局において適宜の方法により事情聴取を行い、貴局として認定する事実を別記すること。

再送信中or停止
中

同意書の記
載内容

○●同意書に、
同意期限到来後
の措置等が記載
されていたか。

（例えば、期限
到来後、いつか
ら再送信を止め
るか。いつから
設備を引き上げ
るかなど。）

○いつ申込
を行ったか？

●いつ申込
を受けた
か？

（期限前か期
限後か）

○●申込の
方法は？

（訪問？電
話？郵送？
訪問・電話の
場合は誰が
対応した等、
郵送の場合
は「内容証
明」であった
か等）

○（申込を
行ったとする
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
その事実を
証明できるも
のがあるか。

○●申込書又は
その添付書類等
には、更新を拒否
する場合の手続
等が明確に定め
られていたか？

（申込書等に明文
で「A日以内にBま
で御連絡くださ
い」等の記載が
あったか等）

●（申込を受
けた放送事
業者に対し
て）
受諾又は不
受諾をケーブ
ルテレビ事業
者に対して伝
えたか。

●（申込みを
受けたもの
の、受諾又は
不受諾を伝
えなかった放
送事業者に
対して）
なぜ伝えな
かったのか。

●（ケーブル
テレビ事業者
側は申込を
行ったとする
が、申込を受
けなかったと
する放送事
業者に対し
て）
ケーブルテレ
ビ事業者はA
月B日にCの
方法により申
込を行ったと
主張している
が、そのよう
な事実は確
認できない
か。

○（申込を行
わなかった
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
なぜ行わな
かったの
か？

○放送事業
者は再送信
されていたこ
とを認識して
いたと考えら
れるか。

●再送信さ
れていたこと
を認識してい
たか。

●（認識して
いたとする放
送事業者に
対して）
再送信の停
止を求めた
か。

●（停止を求
めなかった放
送事業者に
対して）
なぜ再送信
の停止を求
めなかったの
か。

○（放送事業者は認識して
いなかったと主張するもの
の、「放送事業者は認識し
ていた」と主張するケーブ
ルテレビ事業者に対して）
「放送事業者が認識してい
た」と考えるに値する事実
はあるか。

（例えば、放送事業者の営
業パンフレットに区域外再
送信されている地域も含め
たものが記載されている
等）

○（停止を求
められたとす
るケーブルテ
レビ事業者に
対して）
停止を求めら
れたことは事
実か。

○（停止を求
められたこと
は事実であ
るケーブルテ
レビ事業者に
対して）
なぜ再送信
を停止しな
かったのか。
又は裁定の
申請をしな
かったのか。

Ｋビジョン株式
会社

再送信中

①H15.9.22付
(期限前)
②以後
 16.10
 17.10

①②郵送

①申込書の
写し
②社印なし写
し(16,17)

○申込書に定め
無し
○同意書には、
変更又は同意取
り消しの記載の
み。

ー
再送信を認
識していたと
考える

ー ー ー ー ー

株式会社テレ
ビ新広島

１５年９月
(期限前)

郵送
（普通郵便）

○申込書には記
載無し

同意できない
旨口頭及び
文書送付

ー ー 認識していた 求めていない

地域放送事
業者と協議
中の認識に
より停止要請
していない。
(停止の権限
も法的強制
力も無い)(停
止命令は総
務省の行政
指導しかない
と認識)

ー

総通局

期限切れ以降の
拡張区域含む
（申請書等に記
載なし）

ー 合致 合致

申込書
「期間について
は、放送局の一
免許期間（五年以
内）とします。した
がって、期間満了
後も引続き放送を
希望される場合
は、期間満了一ヶ
月前に更新のた
めの申し込みをし
て下さい。」

合致 ー ー ー

更新の申込の有無及びその申込に対する対応等
更新手続がされないまま

再送信が行われていたことに対する認識

11

無し

（H10.11.1-
H15.10.31同意）
「同意書の記」

有効期間満了後
も引き続き再送
信を希望する場
合は、事前に改
めて申し込みを

行うこと。



再送信の期限更新に関する確認事項

注１：「○」はケーブルテレビ事業者に対する質問、「●」は放送事業者に対する質問。
注２：両者の認識がずれる場合には、貴局において適宜の方法により事情聴取を行い、貴局として認定する事実を別記すること。

再送信中or停止
中

同意書の記
載内容

○●同意書に、
同意期限到来後
の措置等が記載
されていたか。

（例えば、期限
到来後、いつか
ら再送信を止め
るか。いつから
設備を引き上げ
るかなど。）

○いつ申込
を行ったか？

●いつ申込
を受けた
か？

（期限前か期
限後か）

○●申込の
方法は？

（訪問？電
話？郵送？
訪問・電話の
場合は誰が
対応した等、
郵送の場合
は「内容証
明」であった
か等）

○（申込を
行ったとする
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
その事実を
証明できるも
のがあるか。

○●申込書
又はその添
付書類等に
は、更新を拒
否する場合
の手続等が
明確に定め
られていた
か？

（申込書等に
明文で「A日
以内にBまで
御連絡くださ
い」等の記載
があったか
等）

●（申込を受
けた放送事
業者に対し
て）
受諾又は不
受諾をケー
ブルテレビ事
業者に対して
伝えたか。

●（申込みを
受けたもの
の、受諾又
は不受諾を
伝えなかった
放送事業者
に対して）
なぜ伝えな
かったのか。

●（ケーブル
テレビ事業者
側は申込を
行ったとする
が、申込を受
けなかったと
する放送事
業者に対し
て）
ケーブルテレ
ビ事業者はA
月B日にCの
方法により申
込を行ったと
主張している
が、そのよう
な事実は確
認できない
か。

○（申込を行
わなかった
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
なぜ行わな
かったの
か？

○放送事業
者は再送信
されていたこ
とを認識して
いたと考えら
れるか。

●再送信さ
れていたこと
を認識してい
たか。

●（認識してい
たとする放送
事業者に対し
て）
再送信の停止
を求めたか。

●（停止を求め
なかった放送
事業者に対し
て）
なぜ再送信の
停止を求めな
かったのか。

○（放送事業者は認識し
ていなかったと主張するも
のの、「放送事業者は認
識していた」と主張する
ケーブルテレビ事業者に
対して）
「放送事業者が認識してい
た」と考えるに値する事実
はあるか。

（例えば、放送事業者の営
業パンフレットに区域外再
送信されている地域も含め
たものが記載されている
等）

○（停止を求
められたとす
るケーブルテ
レビ事業者
に対して）
停止を求め
られたことは
事実か。

○（停止を求められたこと
は事実であるケーブルテ
レビ事業者に対して）
なぜ再送信を停止しな
かったのか。又は裁定の
申請をしなかったのか。

Ｋビジョン株式
会社

再送信中

①H15.9.24付
(期限前)
②以後
16.10
17.10

①②郵送

①申込書の
写し
②申込書の
写し（16）

○申込書に
定め無し
○同意書に
は、変更又
は同意取り
消しの記載
のみ。

ー
再送信を認
識していたと
考える

ー ー

同意期限切れ後も、１６、
１７年と当社の放送チャン
ネル表を添付した再送信
同意申込書を郵送してお
り、当然、再送信していた
ことを認識していたと考え
る

ー

協議の中で一旦再送信
を停止して協議の提案に
対し、長年、日常的に、視
聴されてきた放送を中止
することは、加入者の利
益を損なうことで、理解を
得ることは難しく、混乱を
招くので、放送は中止で
きない旨を相手側に伝え
た。

広島テレビ放
送株式会社

①平成15年9
月24日付
(期限前)
②平成16年
10月6日
 と平成17年
10月6日
(期限後)

普通郵便で
受け取る

○申込書に
定め無し

同意出来な
い旨伝えた

ー ー
認識していな
い。

H19.3以降の
交渉で停止は
求めていない
が、協議のた
びに一旦再送
信を停止した
上で話し合い
を進めるよう提
案していた。

違法状態の認
識がある以上
再送信停止は
当然されるもの
であり自主的な
判断を求めた
ため

ー

総通局

期限切れ以降
の拡張区域含
む
（申請書等に記
載なし）

ー 合致 合致

期間終了後
も引続き再
送信を希望
される場合
は、期間終
了１ヶ月前に
更新のため
の申込みの
こと。

○●相違
(確認困難)

協議の中での
やり取りで、停
止を求めた者
ではない。

放送停止は求
めていない。

ー

更新の申込の有無及びその申込に対する対応等
更新手続がされないまま

再送信が行われていたことに対する認識

12

無し

（H10.11.1-
H15.10.31同意）
「有効期間中に
業務区域および
再送信チャンネ
ルに変更の事実

あり。」
「同意書の記」有
効期間満了後も
引き続き再送信
の更新を希望す
る場合は、事前
に改めて申し込
みを行うこと。有
効期間中といえ
ども、再送信業
務の形態に変更
が生じた場合、
同意は効力を失

う。



再送信の期限更新に関する確認事項

注１：「○」はケーブルテレビ事業者に対する質問、「●」は放送事業者に対する質問。
注２：両者の認識がずれる場合には、貴局において適宜の方法により事情聴取を行い、貴局として認定する事実を別記すること。

再送信中or停止
中

同意書の記
載内容

○●同意書に、
同意期限到来
後の措置等が
記載されていた
か。

（例えば、期限
到来後、いつか
ら再送信を止め
るか。いつから
設備を引き上げ
るかなど。）

○いつ申込
を行った
か？

●いつ申込
を受けた
か？

（期限前か期
限後か）

○●申込の
方法は？

（訪問？電
話？郵送？
訪問・電話の
場合は誰が
対応した等、
郵送の場合
は「内容証
明」であった
か等）

○（申込を
行ったとする
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
その事実を
証明できるも
のがあるか。

○●申込書
又はその添
付書類等に
は、更新を拒
否する場合
の手続等が
明確に定め
られていた
か？

（申込書等に
明文で「A日
以内にBまで
御連絡くださ
い」等の記載
があったか
等）

●（申込を受
けた放送事
業者に対し
て）
受諾又は不
受諾をケー
ブルテレビ事
業者に対し
て伝えたか。

●（申込みを
受けたもの
の、受諾又
は不受諾を
伝えなかっ
た放送事業
者に対して）
なぜ伝えな
かったのか。

●（ケーブル
テレビ事業
者側は申込
を行ったとす
るが、申込を
受けなかっ
たとする放送
事業者に対
して）
ケーブルテレ
ビ事業者はA
月B日にCの
方法により
申込を行っ
たと主張して
いるが、その
ような事実は
確認できな
いか。

○（申込を行
わなかった
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
なぜ行わな
かったの
か？

○放送事業
者は再送信
されていたこ
とを認識して
いたと考えら
れるか。

●再送信さ
れていたこと
を認識してい
たか。

●（認識して
いたとする放
送事業者に
対して）
再送信の停
止を求めた
か。

●（停止を求
めなかった
放送事業者
に対して）
なぜ再送信
の停止を求
めなかった
のか。

○（放送事業者は認識し
ていなかったと主張するも
のの、「放送事業者は認
識していた」と主張する
ケーブルテレビ事業者に
対して）
「放送事業者が認識して
いた」と考えるに値する事
実はあるか。

（例えば、放送事業者の
営業パンフレットに区域外
再送信されている地域も
含めたものが記載されて
いる等）

○（停止を求め
られたとする
ケーブルテレビ
事業者に対し
て）
停止を求められ
たことは事実
か。

○（停止を求めら
れたことは事実で
あるケーブルテレ
ビ事業者に対し
て）
なぜ再送信を停
止しなかったの
か。又は裁定の
申請をしなかった
のか。

Ｋビジョン株式
会社

再送信中

①H15.9.22
付
（期限前）
②以後
H16.10，
H17.10

①②郵送

①申込書の
控え
②申込書の
控え（16）
（普通郵便）

○申込書に
定め無し
○同意書に
は、変更又
は同意取り
消しの記載
のみ。

ー
再送信を認
識していたと
考える

ー ー

同意期限切れ後も、１６、
１７年と当社の放送チャン
ネル表を添付した再送信
同意申込書を郵送してお
り、当然、再送信していた
ことを認識していたと考え
る

株式会社中国
放送

①平成15年9
月22日
(期限前)
②平成17年
10月6日

①来社
②郵送

○申込書に
定め無し

①Ｈ15.9月に
口頭で不同
意通知
②H17.10月
に不同意文
書送付

－ －

認識していな
い
(Ｈ１９．４月
に判明)

H19.4の協議
中に再送信
停止を要請

ー ー

総通局

期限切れ以降
の拡張区域含
む
（申請書等に記
載なし）

ー 合致
一部相違す
るが①は放
送事業者の

申込書
「期間満了後
も引き続き再
送信を希望
される場合
は、期間終
了までに更
新のための
申し込みを
行ってくださ
い。」

○●相違
(確認困難)

ー ー

 ・

更新の申込の有無及びその申込に対する対応等
更新手続がされないまま

再送信が行われていたことに対する認識

13

無し

（H10.11.1-
H15.10.31同意）
「同意書の記」
有効期間満了
後も引き続き再
送信を希望する
場合は、事前に
改めて申し込み

を行うこと。

H17.10の不同意文書は「再送信停
止」まで求めた強い内容ではない
と認識。また、協議中の要請につ
いては、長年視聴してきた加入者
の理解が得られ無い事から停止で
きないことを伝えており、協議の中
での発言と理解して停止しなかっ
た。



再送信の期限更新に関する確認事項

注１：「○」はケーブルテレビ事業者に対する質問、「●」は放送事業者に対する質問。
注２：両者の認識がずれる場合には、貴局において適宜の方法により事情聴取を行い、貴局として認定する事実を別記すること。

再送信中or停止
中

同意書の記
載内容

○●同意書に、
同意期限到来後
の措置等が記載
されていたか。

（例えば、期限到
来後、いつから
再送信を止める
か。いつから設
備を引き上げる
かなど。）

○いつ申込
を行ったか？

●いつ申込
を受けたか？

（期限前か期
限後か）

○●申込の
方法は？

（訪問？電
話？郵送？
訪問・電話の
場合は誰が
対応した等、
郵送の場合
は「内容証
明」であった
か等）

○（申込を
行ったとする
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
その事実を
証明できるも
のがあるか。

○●申込書
又はその添
付書類等に
は、更新を拒
否する場合
の手続等が
明確に定め
られていた
か？

（申込書等に
明文で「A日
以内にBまで
御連絡くださ
い」等の記載
があったか
等）

●（申込を受
けた放送事
業者に対し
て）
受諾又は不
受諾をケーブ
ルテレビ事業
者に対して伝
えたか。

●（申込みを
受けたもの
の、受諾又は
不受諾を伝
えなかった放
送事業者に
対して）
なぜ伝えな
かったのか。

●（ケーブル
テレビ事業者
側は申込を
行ったとする
が、申込を受
けなかったと
する放送事
業者に対し
て）
ケーブルテレ
ビ事業者はA
月B日にCの
方法により申
込を行ったと
主張している
が、そのよう
な事実は確
認できない
か。

○（申込を行
わなかった
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
なぜ行わな
かったの
か？

○放送事業
者は再送信
されていたこ
とを認識して
いたと考えら
れるか。

●再送信さ
れていたこと
を認識してい
たか。

●（認識して
いたとする放
送事業者に
対して）
再送信の停
止を求めた
か。

●（停止を求
めなかった放
送事業者に
対して）
なぜ再送信
の停止を求
めなかったの
か。

○（放送事業者は認識して
いなかったと主張するもの
の、「放送事業者は認識し
ていた」と主張するケーブ
ルテレビ事業者に対して）
「放送事業者が認識してい
た」と考えるに値する事実
はあるか。

（例えば、放送事業者の営
業パンフレットに区域外再
送信されている地域も含め
たものが記載されている
等）

○（停止を求
められたとす
るケーブルテ
レビ事業者に
対して）
停止を求めら
れたことは事
実か。

○（停止を求
められたこと
は事実である
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
なぜ再送信
を停止しな
かったのか。
又は裁定の
申請をしな
かったのか。

株式会社アイ・
キャン

再送信中

①Ｈ16.10
（期限前）
②H18.2.7
　(ｴﾘ拡)

①郵送
②持参

資料なし
(普通郵で送
付)

○申込書に
定め無し
○同意書に
は、変更又は
同意取り消し
の記載のみ。

ー
再送信を認
識していたと
考える

ー ー

文書は無いが、H15.10.31
の電話で「山口県内局の
承諾をもらってくるように言
われ、その間は協議中とい
うことで再送信を継続させ
ていただくという内容に
なっていました」(電話記録
なし)

ー ー

株式会社広島
ホームテレビ

①16.10.15
(期間前)
②18.4.27
③19.3.7

①～③持参

○申込書に
定め無し
○同意書に
は、変更又は
同意取り消し
の記載のみ。

①地元局の
了解を貰うよ
う御願い。
②エリア拡張
要請に対し、
地元局の了
解を貰うよう
に再度依頼

ー ー

再送信を停
止していると
の認識
(調査等行っ
ていない)

ー ー ー

総通局

期限切れ以降の
拡張区域含む
（申請書等に記
載なし）

ー 合致 一部相違

申込書
「期間満了後
も引き続き再
送信を希望さ
れる場合は、
期間終了ま
でに更新の
ための申し込
みを行ってく
ださい。」

○●相違
(確認困難)

ー ー ー

更新の申込の有無及びその申込に対する対応等
更新手続がされないまま

再送信が行われていたことに対する認識

14

無し

（H15.11.1-
H16.10.31同意）
「同意書の記」

有効期間満了後
も引き続き再送
信を希望する場
合は、事前に改
めて申し込みを

行うこと。



再送信の期限更新に関する確認事項

注１：「○」はケーブルテレビ事業者に対する質問、「●」は放送事業者に対する質問。
注２：両者の認識がずれる場合には、貴局において適宜の方法により事情聴取を行い、貴局として認定する事実を別記すること。

再送信中or停止
中

同意書の記
載内容

○●同意書に、
同意期限到来後
の措置等が記載
されていたか。

（例えば、期限
到来後、いつか
ら再送信を止め
るか。いつから
設備を引き上げ
るかなど。）

○いつ申込
を行ったか？

●いつ申込
を受けた
か？

（期限前か期
限後か）

○●申込の
方法は？

（訪問？電
話？郵送？
訪問・電話の
場合は誰が
対応した等、
郵送の場合
は「内容証
明」であった
か等）

○（申込を
行ったとする
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
その事実を
証明できるも
のがあるか。

○●申込書又は
その添付書類等
には、更新を拒
否する場合の手
続等が明確に定
められていた
か？

（申込書等に明
文で「A日以内
にBまで御連絡く
ださい」等の記
載があったか
等）

●（申込を受
けた放送事
業者に対し
て）
受諾又は不
受諾をケー
ブルテレビ事
業者に対して
伝えたか。

●（申込みを
受けたもの
の、受諾又
は不受諾を
伝えなかった
放送事業者
に対して）
なぜ伝えな
かったのか。

●（ケーブル
テレビ事業者
側は申込を
行ったとする
が、申込を受
けなかったと
する放送事
業者に対し
て）
ケーブルテレ
ビ事業者はA
月B日にCの
方法により申
込を行ったと
主張している
が、そのよう
な事実は確
認できない
か。

○（申込を行
わなかった
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
なぜ行わな
かったの
か？

○放送事業
者は再送信
されていたこ
とを認識して
いたと考えら
れるか。

●再送信さ
れていたこと
を認識してい
たか。

●（認識して
いたとする放
送事業者に
対して）
再送信の停
止を求めた
か。

●（停止を求
めなかった放
送事業者に対
して）
なぜ再送信の
停止を求めな
かったのか。

○（放送事業者は認識し
ていなかったと主張するも
のの、「放送事業者は認
識していた」と主張する
ケーブルテレビ事業者に
対して）
「放送事業者が認識してい
た」と考えるに値する事実
はあるか。

（例えば、放送事業者の営
業パンフレットに区域外再
送信されている地域も含め
たものが記載されている
等）

○（停止を求
められたとす
るケーブルテ
レビ事業者
に対して）
停止を求め
られたことは
事実か。

○（停止を求
められたこと
は事実であ
るケーブルテ
レビ事業者
に対して）
なぜ再送信
を停止しな
かったのか。
又は裁定の
申請をしな
かったのか。

株式会社アイ・
キャン

再送信中

①H15.10
（期限前）
②18.2.7
(エリ拡)

①郵送
②持参

資料あり
　「申込書の
写し①」
   (普通郵で
送付)

○申込書に定め
無し
○同意書には、
変更又は同意取
り消しの記載の
み。

ー
再送信を認
識していたと
考える

ー ー ー ー ー

株式会社テレ
ビ新広島

平成15年10
月
(期限前）

郵送
(普通郵便)

○申込書には記
載無し

同意できない
旨口頭及び
文書送付

ー ー 認識していた
求めていな
い

地域放送事業
者と協議中の
認識により停
止要請してい
ない。(停止の
権限も法的強
制力も無
い)(停止命令
は総務省の行
政指導しかな
いと認識)

ー

総通局

期限切れ以降
の拡張区域含
む
（申請書等に記
載なし）

ー 合致 合致

申込書
「期間について
は、放送局の一
免許期間（五年
以内）とします。
したがって、期
間満了後も引続
き放送を希望さ
れる場合は、期
間満了一ヶ月前
に更新のための
申し込みをして
下さい。」

合致 ー ー ー

更新の申込の有無及びその申込に対する対応等
更新手続がされないまま

再送信が行われていたことに対する認識

15

無し

（H14.8.26-
H15.10.31同意）
「同意書の記」

有効期間満了後
も引き続き再送
信を希望する場
合は、事前に改
めて申し込みを

行うこと。



再送信の期限更新に関する確認事項

注１：「○」はケーブルテレビ事業者に対する質問、「●」は放送事業者に対する質問。
注２：両者の認識がずれる場合には、貴局において適宜の方法により事情聴取を行い、貴局として認定する事実を別記すること。

再送信中or停止
中

同意書の記
載内容

○●同意書に、
同意期限到来
後の措置等が
記載されていた
か。

（例えば、期限
到来後、いつか
ら再送信を止め
るか。いつから
設備を引き上げ
るかなど。）

○いつ申込
を行ったか？

●いつ申込
を受けた
か？

（期限前か期
限後か）

○●申込の
方法は？

（訪問？電
話？郵送？
訪問・電話の
場合は誰が
対応した等、
郵送の場合
は「内容証
明」であった
か等）

○（申込を
行ったとする
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
その事実を
証明できるも
のがあるか。

○●申込書又
はその添付書
類等には、更新
を拒否する場合
の手続等が明
確に定められて
いたか？

（申込書等に明
文で「A日以内
にBまで御連絡
ください」等の
記載があったか
等）

●（申込を受
けた放送事
業者に対し
て）
受諾又は不
受諾をケー
ブルテレビ事
業者に対し
て伝えたか。

●（申込みを
受けたもの
の、受諾又
は不受諾を
伝えなかった
放送事業者
に対して）
なぜ伝えな
かったのか。

●（ケーブル
テレビ事業者
側は申込を
行ったとする
が、申込を受
けなかったと
する放送事
業者に対し
て）
ケーブルテレ
ビ事業者はA
月B日にCの
方法により申
込を行ったと
主張している
が、そのよう
な事実は確
認できない
か。

○（申込を行
わなかった
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
なぜ行わな
かったの
か？

○放送事業
者は再送信
されていたこ
とを認識して
いたと考えら
れるか。

●再送信さ
れていたこと
を認識してい
たか。

●（認識して
いたとする放
送事業者に
対して）
再送信の停
止を求めた
か。

●（停止を求
めなかった放
送事業者に
対して）
なぜ再送信
の停止を求
めなかったの
か。

○（放送事業者は認識し
ていなかったと主張するも
のの、「放送事業者は認
識していた」と主張する
ケーブルテレビ事業者に
対して）
「放送事業者が認識して
いた」と考えるに値する事
実はあるか。

（例えば、放送事業者の営
業パンフレットに区域外再
送信されている地域も含め
たものが記載されている
等）

○（停止を求
められたとす
るケーブルテ
レビ事業者
に対して）
停止を求め
られたことは
事実か。

○（停止を求めら
れたことは事実で
あるケーブルテレ
ビ事業者に対し
て）
なぜ再送信を停
止しなかったの
か。又は裁定の申
請をしなかったの
か。

株式会社アイ・
キャン

再送信中

①Ｈ15.10
（期限前）
②18.2.7
(エリ拡)

①郵送
②持参

①申込書の
写し
(普通郵で送
付)

○申込書に定
め無し
○同意書には、
変更又は同意
取り消しの記載
のみ。

ー
再送信を認
識していたと
考える

ー ー

文書は無いが、Ｈ15.11.6
に電話で「山口県内局の
承諾をもらってくるように言
われ、その間は協議中と
いうことで再送信を継続さ
せていただくという内容に
なっていました」
(電話記録なし)

ー

協議の中て゛、一
旦再送信を停止し
て協議の提案に
対し、加入者への
影響が大きく、協
議中ということで
放送を停止するこ
とについては待っ
てくださいとお願
いしていた。

広島テレビ放
送株式会社

平成15年10
月27日付
(期限前)

普通郵便で
受け取る

○申込書に定
め無し

同意できない
旨伝えた

ー ー
認識していな
い。

H19.3以降の
交渉で停止
は求めてい
ないが、協議
のたびに一
旦再送信を
停止した上で
話し合いを進
めるよう提案
していた。

違法状態の
認識がある
以上再送信
停止は当然
されるもので
あり自主的な
判断を求め
たため

ー

総通局

期限切れ以降
の拡張区域含
む
（申請書等に記
載なし）

ー 合致 合致

期間終了後も
引続き再送信を
希望される場合
は、期間終了
１ヶ月前に更新
のため申込み
のこと。

○●相違
(確認困難)

協議の中で
のやり取り
で、停止を求
めたものでは
ない。

放送停止は
求めていな
い。

ー

更新の申込の有無及びその申込に対する対応等
更新手続がされないまま

再送信が行われていたことに対する認識
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無し

（H14.10.29-
H15.10.31同意）
「同意書の記」
有効期間満了
後も引き続き再
送信の更新を希
望する場合は、
事前に改めて申
し込みを行うこ

と。



再送信の期限更新に関する確認事項

注１：「○」はケーブルテレビ事業者に対する質問、「●」は放送事業者に対する質問。
注２：両者の認識がずれる場合には、貴局において適宜の方法により事情聴取を行い、貴局として認定する事実を別記すること。

再送信中or停止
中

同意書の記
載内容

○●同意書に、
同意期限到来
後の措置等が
記載されていた
か。

（例えば、期限
到来後、いつか
ら再送信を止め
るか。いつから
設備を引き上げ
るかなど。）

○いつ申込
を行ったか？

●いつ申込
を受けた
か？

（期限前か期
限後か）

○●申込の
方法は？

（訪問？電
話？郵送？
訪問・電話の
場合は誰が
対応した等、
郵送の場合
は「内容証
明」であった
か等）

○（申込を
行ったとする
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
その事実を
証明できるも
のがあるか。

○●申込書
又はその添
付書類等に
は、更新を拒
否する場合
の手続等が
明確に定め
られていた
か？

（申込書等に
明文で「A日
以内にBまで
御連絡くださ
い」等の記載
があったか
等）

●（申込を受
けた放送事
業者に対し
て）
受諾又は不
受諾をケー
ブルテレビ事
業者に対して
伝えたか。

●（申込みを
受けたもの
の、受諾又
は不受諾を
伝えなかった
放送事業者
に対して）
なぜ伝えな
かったのか。

●（ケーブル
テレビ事業者
側は申込を
行ったとする
が、申込を受
けなかったと
する放送事
業者に対し
て）
ケーブルテレ
ビ事業者はA
月B日にCの
方法により申
込を行ったと
主張している
が、そのよう
な事実は確
認できない
か。

○（申込を行
わなかった
ケーブルテレ
ビ事業者に
対して）
なぜ行わな
かったの
か？

○放送事業者
は再送信されて
いたことを認識
していたと考え
られるか。

●再送信されて
いたことを認識
していたか。

●（認識して
いたとする放
送事業者に
対して）
再送信の停
止を求めた
か。

●（停止を求
めなかった放
送事業者に
対して）
なぜ再送信
の停止を求
めなかったの
か。

○（放送事業者は認識し
ていなかったと主張するも
のの、「放送事業者は認
識していた」と主張する
ケーブルテレビ事業者に
対して）
「放送事業者が認識してい
た」と考えるに値する事実
はあるか。

（例えば、放送事業者の営
業パンフレットに区域外再
送信されている地域も含め
たものが記載されている
等）

○（停止を求
められたとす
るケーブルテ
レビ事業者
に対して）
停止を求め
られたことは
事実か。

○（停止を求
められたこと
は事実であ
るケーブルテ
レビ事業者
に対して）
なぜ再送信
を停止しな
かったのか。
又は裁定の
申請をしな
かったのか。

株式会社アイ・
キャン

新規
（拡張区域の裁
定申請で、放送
開始以降停止）

（既存区域は
H20.10.31迄有
効の同意書あ
り。裁定申請書
に添付）

①H18.2.7
②H19.3.15
③H19.5.14
(裁定申請書
に記載)

①②③訪問
し提出(裁定
申請書に記
載)

ー ー

①H18.4.28不
同意文書
②H19.3.30不
同意文書
③H19.5.29付
け不同意文
書
(裁定申請書
に記載)

ー

H19.3.15の交渉
で「H19.１から有
料ｻｰﾋﾞｽ開始」し
た旨説明
(裁定申請の交
渉経過)

ー ー ー
H19.4.9交渉
 本日付けで
再送信停止

ー

株式会社中国
放送

ー ー ー ー ー

①Ｈ１８．４
　文書で不同
意通知
②H19.5.29
H19.5.14の申
込みに対し
不同意を文
書で通知
(意見書に記
載)

ー ー

H19.3.15の交渉
で、昨年４月に
不同意通知をし
ている旨.説明
し、違法状態を
作ったアイキャ
ンの責任を指
摘。
（意見書の経
過）

H19.4.3の交
渉で同意地
区のみの再
送信を要求
（意見書の経
過）

ー ー

総通局
拡張区域の裁
定申請

更新の申込の有無及びその申込に対する対応等
更新手続がされないまま

再送信が行われていたことに対する認識

17

○業務区域エリアの拡張の裁定申請であり、協議の記録は裁定申請書及び意見書に資料として添付されている。
○放送事業者に対しては、再送信の申し込み時期及び方法は確認していないが、不同意通知書と申請の時期が合致し、双方の不同意通知の時期が合致していることから、双方の認識は一致していると考え
る。
○CATV事業者が再送信の同意無く放送を開始したことを、双方が交渉で認識した。また、業務拡張区域での再送信の停止についても平成１９年４月９日に停止されている。


